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保
育
士
の
「
任
期
付
常
勤
職

員
お
よ
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員
」
を
募
集
し
ま
す
。

　

受
験
資
格
・
採
用
予
定
人
数
な

ど
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。
な

お
、
国
籍
・
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

選
考
方
法　

▽ 

応
募
時
に
提
出
さ
れ
た
、
採
用

試
験
申
込
書
に
よ
る
書
類
選
考

▽
小
論
文
お
よ
び
面
接

採 
用
予
定
日　

平
成
30
年
４
月
１

日

採
用
予
定
人
数

▽ 

任
期
付
常
勤
職
員
（
保
育
士
）

＝
８
人
程
度

▽ 

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
保

育
士
）
＝
３
人
程
度

※ 

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申 

し
込
み　

12
月
１
日
（
金
）
〜

18
日
（
月
）
の
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
30
分
〈
土
・
日
曜
日
を

除
く
〉
に
、
市
役
所
本
館
２
階　

人
事
課

交野市任期付き
職員を募集

問い合わせ ⼈事課
（   892・0121）

職　種
〈募集人数〉 受験資格

任期付常勤職員（保育
士）〈8人程度〉

昭和 34 年 4 月 2 日以降に生まれ、
保育士資格と幼稚園教諭免許の両方
を有する人

任期付短時間勤務職員
（保育士）〈3人程度〉

昭和 31 年 4 月 2 日以降に生まれ、
保育士資格と幼稚園教諭免許の両方
を有する人

※平成 30年 3月末までに、資格取得見込みの人を含む。

問い合わせ 市⺠課（   892・0121）、
星⽥出張所（   891・2031）

1 ⽉ 15 ⽇から
マイナンバーカードの

「申請時来庁⽅式」を開始

　

申
請
者
（
本
人
）
が
市
役
所
に

来
庁
し
て
申
請
手
続
き
を
行
い
、

後
日
、
本
人
限
定
受
取
郵
便
で
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

「
申
請
時
来
庁
方
式
」
の
申
請
方

法
を
開
始
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
申
請
は
任
意
で
す
。

開
始
日　

30
年
１
月
15
日
（
月
）

■
「
申
請
時
来
庁
方
式
」
の
流
れ

▽ 

市
役
所
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
申
請
＝
必
要
な
持
ち
物
を

持
参
し
本
人
確
認
後
、
通
知

カ
ー
ド
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
（
持
っ
て
い
る
人
の
み
）
を

返
納
し
、
暗
証
番
号
設
定
依
頼

書
な
ど
を
記
入
す
る

※ 

必
ず
、
本
人
が
来
庁
し
て
く
だ

さ
い
（
代
理
人
申
請
不
可
）。

15
歳
未
満
お
よ
び
成
年
被
後
見

人
の
人
は
、
法
定
代
理
人
と
本

人
の
同
行
が
必
要
で
す
。

▽ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
作
成

▽ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
市
役

所
に
届
い
た
ら
、
本
人
に
送
付

※ 

申
請
後
、
１
か
月
程
度
で
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
市
役
所
に

届
く
と
、
本
人
限
定
受
取
郵
便

で
本
人
（
住
民
登
録
地
）
に
送

付
し
ま
す
。

必
要
な
持
ち
物　

① 

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

（
窓
口
で
の
発
行
も
可
能
で
す
）

②
通
知
カ
ー
ド
（
回
収
し
ま
す
）

③ 

写
真
１
枚
＝
縦
４
・
５
㌢
×
横

３
・
５
㌢
で
、
最
近
６
か
月
以

内
に
撮
影
し
、
正
面
・
無
帽
・

無
背
景
の
も
の

④ 

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
持
っ

て
い
る
人
の
み
・
回
収
し
ま
す
）

⑤ 

本
人
確
認
書
類
＝
次
の
A
が
２

点
、ま
た
は
A
１
点
と
B
１
点
、

も
し
く
は
通
知
カ
ー
ド
と
A
１

点
か
B
２
点
（
う
ち
１
点
は
公

的
機
関
が
発
行
し
た
も
の
）
で

も
可
能

※ 

15
歳
未
満
、
ま
た
は
成
年
被
後

見
人
に
同
行
す
る
法
定
代
理
人

も
同
様
に
、
本
人
確
認
書
類
が

必
要
で
す
。

  A 
写
真
付
き
の
公
的
機
関
発
行
書

類
＝
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
在
留

カ
ー
ド
、身
体
障
が
い
者
手
帳
、

療
育
手
帳
な
ど

 B 「
氏
名
・
生
年
月
日
」ま
た
は「
氏

名
・
住
所
」
が
記
載
さ
れ
た
書

類
＝
健
康
保
険
証
、年
金
手
帳
、

介
護
保
険
証
、
社
員
証
、
学
生

証
、
年
金
証
書
な
ど

⑥ 

代
理
権
の
確
認
書
類
〈
15
歳
未

満
、
ま
た
は
成
年
被
後
見
人
の

法
定
代
理
人
の
み
〉

▽ 

15
歳
未
満
の
場
合
＝
戸
籍
謄
本

（
た
だ
し
「
本
籍
地
が
交
野
市

に
あ
る
場
合
」
ま
た
は
「
本
人

が
代
理
人
と
同
一
世
帯
か
つ
親

子
関
係
に
あ
る
場
合
」は
不
要
）

▽ 

成
年
被
後
見
人
の
場
合
＝
被
後

見
人
と
後
見
人
の
関
係
を
証
す

る
公
的
書
類
（
登
記
事
項
証
明

書
な
ど
）

⑦
印
鑑

受 

付
窓
口　

市
民
課
、
星
田
出
張

所
※ 

な
お
、
従
来
ど
お
り
、
申
請
者

が
郵
便
ま
た
は
パ
ソ
コ
ン
・
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
申
請
を

行
い
、
市
役
所
に
来
庁
し
て

カ
ー
ド
を
受
け
取
る
申
請
方
法

も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
を
保
護
す
る
制
度

や
シ
ス
テ
ム
整
備
、
法
律
に
違

反
し
た
場
合
の
罰
則
強
化
な

ど
、
安
心
・
安
全
の
確
保
に
万

全
を
期
し
て
い
ま
す
。

♣ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

▽ 

番
号
確
認
と
本
人
確
認
で
な

り
す
ま
し
を
防
止
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
利
用
範
囲
や
情
報

連
携
の
範
囲
を
法
律
で
制
限
、

独
立
性
の
高
い
第
三
者
機
関

に
よ
る
監
視
・
監
督
を
実
施

♣
カ
ー
ド
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

▽ 

Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
は
、
税
や
年

金
な
ど
の
個
人
情
報
は
記
録

さ
れ
ま
せ
ん
。

▽ 

情
報
の
不
正
な
読
み
取
り

や
、
偽
造
が
で
き
な
い
よ
う

対
策
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

総
務
課
（
℡  
８

９
２
・
０
１
２
１
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
は

大
丈
夫
？

　

市
は
、
①
〜
④
の
計
画
案
な
ど

を
公
表
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か

ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

① 

交
野
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
計
画
（
見
直
し
案
）

▽ 

「
こ
ど
も
の
貧
困
対
策
に
係
る

計
画
」
の
追
加
＝
28
年
度
に
実

施
し
た
「
子
ど
も
の
生
活
に
関

す
る
実
態
調
査
」
の
結
果
な
ど

を
基
に
、
貧
困
対
策
に
係
る
効

果
的
な
施
策
の
展
開
を
目
ざ
し
、

計
画
の
策
定
を
行
う
も
の
で
す
。

▽ 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計

画
に
係
る
目
標
値
の
見
直
し
＝

27
〜
31
年
度
実
施
の「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
は
、

中
間
年
に
当
た
り
、
教
育
や
保

育
お
よ
び
地
域
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
事
業
に
お
い
て
、
量
の

見
込
み
と
確
保
の
方
策
に
、
一

定
以
上
の
か
い
離
が
見
ら
れ
る

も
の
を
対
象
に
、
見
直
し
を
行

う
も
の
で
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
１
日

（
金
）
〜
１
月
５
日
（
金
）

担
当
課　

子
育
て
支
援
課

② 

交
野
市
公
共
施
設
等
再
配
置
計

画
（
素
案
）

　

28
年
度
に
策
定
し
た
「
公
共
施

設
等
総
合
管
理
計
画
」に
基
づ
き
、

各
施
設
の
10
年
間
の
具
体
的
な
取

り
組
み
方
を
示
す
こ
と
を
目
的
に

進
め
て
い
く
も
の
で
す
。 

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
４
日

（
月
）
〜
１
月
４
日
（
木
）

■
説
明
会
を
実
施

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

に
合
わ
せ
て
、
公
共
施
設
等
再
配

置
計
画
（
素
案
）
の
説
明
会
を
実

施
し
ま
す
。

と
き
・
と
こ
ろ
〈
各
１
時
間
程
度
〉

▽ 

12
月
８
日
（
金
）
午
後
７
時
〜
、

市
役
所
別
館
３
階　

中
会
議
室

▽ 

12
月
９
日
（
土
）
午
後
１
時
〜
、

市
役
所
別
館
３
階　

中
会
議
室

内 　

容　

素
案
内
容
の
説
明
、
質

疑
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

案
内

担
当
課　

財
産
管
理
課

③ 

地
域
再
生
計
画
（
素
案
）

　

地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用
機

会
の
創
出
、
地
域
の
活
力
の
再
生

を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す

る
た
め
、
地
域
が
行
う
自
主
的
・

自
立
的
な
取
り
組
み
を
国
が
支
援

す
る「
地
域
再
生
制
度
」を
活
用
し
、

「
交
野
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
」
に
基
づ
く
事
業
に

つ
い
て
、
国
の
財
政
的
支
援
を
受

け
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
４
日

（
月
）
〜
１
月
４
日
（
木
）

担
当
課　

政
策
企
画
課

④ 

交
野
市
地
域
防
災
計
画
（
修
正

案
）

　

災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
き
、

市
域
お
よ
び
住
民
の
生
命
、身
体
・

財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め

に
、
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
国
・
府
の
計
画
修
正

に
伴
い
、
市
の
計
画
に
つ
い
て
も

修
正
を
行
う
も
の
で
す
。

意 

見
の
提
出
期
間　

12
月
15
日

（
金
）
〜
１
月
15
日
（
月
）

担
当
課　

危
機
管
理
室

閲
覧
場
所　

▽ 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
役
所
本

館
２
階　

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

▽ 

①
ゆ
う
ゆ
う
セ
ン
タ
ー
２
階　

子
育
て
支
援
課

▽ 

②
③
市
役
所
本
館
２
階　

財
産

管
理
課
、
政
策
企
画
課

問い合わせ ①⼦育て⽀援課（   893・6406）②財産
管理課③政策企画課④危機管理室（   892・0121）

パブリックコメントを
実施します

▽ 
④
市
役
所
第
２
別
館　

危
機
管

理
室

意 
見
を
提
出
で
き
る
人　

市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
者
、
市
内
に

事
業
所
（
事
務
所
）
が
あ
る
人

や
法
人
・
団
体
、
こ
の
案
件
に

利
害
関
係
が
あ
る
人
や
法
人
・

団
体

意 

見
の
提
出
方
法　

意
見
書
（
様

式
自
由
）
に
住
所
、
名
前
（
団

体
名
）
を
記
入
し
、
①
〜
④
の

提
出
期
限
〈
消
印
有
効
〉
ま
で

に
、
担
当
課
に
持
参
・
郵
送
①

（
〒
５
７
６

－

０
０
３
４　

天
野

が
原
町
５

－

５

－

１
）
②
〜
④

（
〒
５
７
６

－

８
５
０
１
〈
住
所

記
入
不
要
〉）
か
、
次
の
と
お
り

① 

ｅ
メ
ー
ル
（kosodate@

city.
katano.osaka.jp)

、
フ
ァ
ク
ス

（
８
９
２
・
０
５
２
５
）

② 

ｅ
メ
ー
ル
（zaikan@

city.kata
no.osaka.jp)

、
フ
ァ
ク
ス
（
８

９
１
・
５
０
４
６
）

③ 

ｅ
メ
ー
ル
（kikaku@

city.kata
no.osaka.jp)

、
フ
ァ
ク
ス
（
８

９
１
・
５
０
４
６
）

④ 

ｅ
メ
ー
ル
（ansin@

city.kata
no.osaka.jp)

、
フ
ァ
ク
ス
（
８

９
３
・
２
６
３
６
）

※ 

提
出
さ
れ
た
意
見
の
全
部
か
一
部

を
公
表
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
。
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名　
　

称

実
施
場
所

住　
　

所

　

私
市
児
童
会

私
市
小
学
校
内

私
市
９

－

５

－

10

　

藤
が
尾
児
童
会

藤
が
尾
小
学
校
内

星
田
北
２

－

45

－
１

　

旭
児
童
会

旭
小
学
校
内

星
田
４

－

18

－
１

　

長
宝
寺
児
童
会

長
宝
寺
小
学
校
内

郡
津
１

－
43

－
１

○
妙
見
坂
児
童
会

妙
見
坂
小
学
校
内

妙
見
坂
７

－

20

－

１

○
倉
治
児
童
会

倉
治
小
学
校
校
庭

倉
治
１

－

15

－

１

○
岩
船
児
童
会

岩
船
小
学
校
内

森
北
１

－

25

－

１

　

郡
津
児
童
会
分
室

郡
津
児
童
会
分
室

私
部
４

－

11

－

８

　

郡
津
児
童
会

郡
津
小
学
校
内

郡
津
４

－

13

－

１

○
星
田
児
童
会

星
田
小
学
校
内

星
田
３

－

33

－

４

　

交
野
児
童
会
分
室

交
野
小
学
校
内

私
部
１

－

54

－

１

○
交
野
児
童
会

交
野
小
学
校
校
庭

私
部
１

－

54

－

１

放課後児童会一覧

申請用紙の配布場所と時間〈12月1日（金）から配布〉
青少年育成課
（青年の家内）

9:00 ～ 20:00（日・月曜日、12 月
28日・1月 4日は 17:00 まで）

各児童会
13:00 ～ 18:30（右表○印の児童会
のみ、土曜日 8:30 ～ 18:30 も配布、
日曜日・祝日・第 4土曜日は休会）

※ 12月23日（祝）・12月29日（金）～ 1月3日（水）・1
月8日（祝）は休館日のため、青少年育成課・児童会と
も配布はしません。

　

市
は
、
子
育
て
支
援
の
一
環
と

し
て
、
放
課
後
の
時
間
に
保
護
者

の
保
護
が
受
け
ら
れ
な
い
児
童
に

対
し
、
安
全
の
確
保
と
健
全
な
育

成
を
助
け
る
た
め
に
、
放
課
後
児

童
会
を
開
会
し
て
い
ま
す
。

※
入
会
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

対 　

象　

市
内
在
住
の
小
学
校
新

１
年
生
か
ら
新
６
年
生
で
、
保

護
者
の
労
働
・
病
気
な
ど
の
理

由
に
よ
り
、
放
課
後
の
時
間
に

適
切
な
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い

児
童

※ 

低
学
年
か
ら
順
次
案
内
し
ま

す
。高
学
年
は
入
会
申
請
を
行
っ

て
も
新
規
・
継
続
入
会
に
か
か

わ
ら
ず
、
定
員
に
な
り
次
第
、
入

会
待
機
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

費　

用

▽ 

月
会
費
＝
５
０
０
０
円
（
同
一

世
帯
で
２
人
目
以
降
の
児
童
は

２
５
０
０
円
）

※
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽ 

育
成
活
動
費
＝
月
額
３
０
１
０

円（
お
や
つ
代
な
ど
）

※
減
免
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申 

請
用
紙
の
配
布　

下
表
の
と
お
り

申 

し
込
み　

1
月
５
日
（
金
）
〜

12
日（
金
）ま
で
に
申
請
書
類
一

式
を
添
え
て
、青
少
年
育
成
課

※ 

申
請
受
付
の
時
間
に
つ
い
て

は
、
配
布
書
類
に
記
載
し
て
い

ま
す
の
で
、ご
覧
く
だ
さ
い
。

放課後児童会の
30 年度⼊会申請

問い合わせ ⻘少年育成課
（   892・7721）

問 い合わせ 税務室市⺠税係・固定資産税係
（   892・0121）

税務室からのお知らせ
  ・事業者のみなさんへ
  ・固定資産税の減額

■
事
業
者
の
み
な
さ
ん
へ

▽ 

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
（
市
・
府
民
税
）

　

30
年
１
月
１
日
現
在
、
交
野
市

に
居
住
す
る
人
に
給
与
・
賃
金
な

ど
（
専
従
者
給
与
・
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
代
含
む
）
を
支
払
っ
た

人
（
給
与
支
払
者
）
は
、
交
野
市

宛
て
に
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
の
際
は
、「
平
成
30
年
度

市
町
村
に
提
出
す
る
給
与
支
払
報

告
書
等
の
作
成
及
び
提
出
に
つ
い

て
の
手
引
書
」
な
ど
を
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

提 

出
書
類　

給
与
支
払
報
告
書

（
総
括
表
と
個
人
別
明
細
書
）

提
出
期
限　

１
月
31
日
（
水
）ま
で

提 

出
先　

市
役
所
本
館
１
階　

税

務
室
市
民
税
係

※ 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
提
出
も
可
能

▽ 

特
別
徴
収
を
お
願
い
し
ま
す

（
市
・
府
民
税
）

　

府
と
府
内
市
町
村
で
は
、
30
年

度
か
ら
原
則
、
す
べ
て
の
給
与
支

払
者
を
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定

し
、
市
・
府
民
税
の
給
与
か
ら
の

特
別
徴
収
を
徹
底
し
ま
す
。

　

市
・
府
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

給
与
支
払
者
が
所
得
税
の
源
泉
徴

収
と
同
様
に
、
毎
月
の
給
与
を
支

払
う
際
に
従
業
者
の
市
・
府
民
税

を
差
し
引
い
て
、
納
税
義
務
者
で

あ
る
従
業
員
に
代
わ
っ
て
、
従
業

員
の
居
住
す
る
市
町
村
に
納
入
す

る
制
度
で
す
。
ま
た
、
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
り
、
所
得
税
の
源
泉

徴
収
義
務
の
あ
る
給
与
支
払
者

は
、
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
、

市
・
府
民
税
の
特
別
徴
収
を
行
う

こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※ 

特
別
徴
収
推
進
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
は
、
府
ホ
ー
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■ 

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す（
固
定
資
産
税
）

　

事
業
用
の
固
定
資
産
（
土
地
・

家
屋
・
自
動
車
を
除
く
）
は
、
償

却
資
産
と
し
て
固
定
資
産
税
の
課

税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

市
内
で
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人（
法
人
・
個
人
）は
、
30
年

１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

提 

出
書
類　

償
却
資
産
申
告
書

（
お
よ
び
種
類
別
明
細
書
）

提
出
期
限　

１
月
31
日（
水
）ま
で

※ 

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
提
出
も
可
能

申
告
対
象
資
産
の
例　

▽ 

舗
装
路
面
、門
、塀
、外
構
工
事
、

看
板
、
屋
外
給
排
水
設
備
な
ど

（
駐
車
場
・
ア
パ
ー
ト
経
営
）

▽ 

各
種
産
業
用
機
械
お
よ
び
装
置

（
土
木
・
建
設
・
医
療
用
な
ど
）

▽ 

机
、椅
子
、ロ
ッ
カ
ー
、パ
ソ
コ

ン
、エ
ア
コ
ン
な
ど
の
備
品

※ 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、農
耕
用
ト
ラ

ク
タ
ー
な
ど
は
償
却
資
産
で
は

な
く
、
軽
自
動
車
税
で
の
課
税

と
な
る
た
め
、
軽
自
動
車
税
の

登
録
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

■ 
住
宅
の
改
修
工
事
に
伴
う
固
定

資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

　

下
表
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
の

改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
申
告

す
る
こ
と
で
家
屋
の
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

申 

告
書
の
配
布　

市
役
所
本
館
１
階

税
務
室
固
定
資
産
税
係
か
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://www.city.kat

ano.osaka.jp/soshiki/zeimu/

）

耐震改修工事 バリアフリー改修工事
省エネ改修工事

（熱損失防止改修工事）
対象となる
住宅

昭和 57 年 1 月 1 日以前
に建築された住宅

新築後 10 年以上を経過した住
宅（賃貸住宅を除く）

平成 20年 1月 1日以前に建築
された住宅（賃貸住宅を除く）

対
象
と
な
る
改
修
工
事

工
事
内
容
な
ど

 現行の耐震基準に適合す
る改修工事

▷  65 歳以上の高齢者などが居
住している

▷ 廊下の拡幅、浴室・トイレの
改良、手すりの取り付け、床の
段差解消などの改修工事

▷ 現行の省エネ基準に適合する
改修工事 

▷ 窓の断熱改修工事（二重サッ
シ化、複層ガラス化など）、床・
天井・壁の断熱改修工事

▷改修後の住宅の床面積が 50㎡以上
工
事
費
用

自己負担額 50万円を超える工事

減額の内容
家屋に係る固定資産税額
の 2分の 1が減額（1戸
あたり 120㎡が上限）

家屋に係る固定資産税額の 3分
の 1が減額（1戸あたり 100㎡
が上限）

家屋に係る固定資産税額の 3
分の 1が減額（1戸あたり 120
㎡が上限）

減額の期間 工事が完了した年の翌年度分のみ

※ 土地および都市計画税の減額はありません。また、耐震改修工事の減額は、他の制度と重複適用はでき
ません。

■
滞
納
徴
収
重
点
月
間

　

市
は
、
市
税
や
保
険
料
の
負
担

の
公
平
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、

12
月
を
「
滞
納
徴
収
重
点
月
間
」

と
定
め
、
市
税
・
保
険
料
の
滞
納

者
に
対
し
て
、
催
告
を
強
化
す
る

と
と
も
に
、
休
日
開
庁
を
実
施
し

ま
す
。

　

市
へ
納
付
に
関
す
る
連
絡
の
な

い
ま
ま
滞
納
す
る
と
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す

の
で
、
早
急
に
税
務
室
、
医
療
保

険
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
税（
市
・
府
民
税
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自

動
車
税
）や
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
（
自
動

払
込
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
税
収
確
保
重
点
月
間

　

12
月
は「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

で
す
。
税
収
入
の
確
保
に
向
け
た

取
り
組
み
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

府
は
、
市
町
村
と
連
携
し
、
滞

納
者
に
対
す
る
徹
底
し
た
催
告
や

財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
を
行

い
、
納
期
内
に
納
税
さ
れ
た
人
と

の
税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ　

北
河
内
府
税
事
務

所
（
℡  
８
４
４
・
１
３
３
１
）

市税・保険料の休日納付相談
平日、仕事などで忙しい人はご利用ください。

と 　き　12月 17日（日）午前 10時～
午後 3時
と ころ　市役所本館 1階〈市税＝税務
室、国民健康保険料・後期高齢者医療
保険料＝医療保険課〉

滞納徴収・税収確保
重点⽉間

問い合わせ 税務室・医療保険課
（   892・0121）
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⑵部門別職員数の状況（単位：人）

部門 区分
職員数 対前年

増減数28年 29 年

一般行政

議会 6 6 0
総務 77 79 2
税務 23 23 0
民生 99 93 -6
衛生 69 65 -4
労働 0 0 0
農林水産 5 5 0
商工 4 4 0
土木 32 33 1
小計 315 308 -7

特別行政
教育 88 90 2
消防 75 76 1
小計 163 166 3

公営企業
など

水道 25 26 1
下水道 7 8 1
その他 26 26 0
小計 58 60 2

合計［条例の定数］ 536［733］534[733] -2
教育長除く計 536 534 -2
※ 定員管理調査による一般職に属する職員数であ
り、臨時・非常勤職員を除きます。

※フルタイム勤務の再任用職員は定数に含みます。

　

市
の
人
事
行
政
の
公
平
性
や
透

明
性
を
よ
り
高
め
る
た
め
、
現
在

の
運
営
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

今
回
の
内
容
は
概
要
版
で
す
。

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

⑴任免の状況（再任用職員は除く）
①職員採用の状況（29年 4月 1日）

区分 採用人数
事務職 5人
技術職 4人
消防職 3人
指導主事 4人
特定任期付職員 1人
任期付職員 4人
合　計 21 人
②退職の状況（28年度）

区分 定年 勧奨 死亡 自己都合他

事務職 4人 － － 3人
技術職 1人 － － 4人
消防職 2人 － － 1人
技能労務職 1人 1人 － 2人
指導主事 － － － 3人
任期付職員 － － － 3人
合　計 8 人 1人 0人 16人

１．職員の任免および職員数の状況

⑶職員（一般行政職）の初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（29年 4月 1日現在）
区分 初任給 経験年数 10年 同 15 年 同 20 年
大学卒 191,700 円 262,317 円 286,450 円 348,354 円
高校卒 161,700 円 － 264,900 円 306,650 円

２．給与の状況①
⑴人件費の状況（普通〈一般〉会計決算）

区分 28 年度
住民基本台帳人口
（29年 3月 31 日現在） 77,913 人

歳出額（A） 232 億 4,067 万円
実質収支 4 億 2,699 万円
人件費（B） 48 億 7,356 万円
人件費率（B/A） 21.0％
27 年度の人件費率 18.7％
※ 人件費には、市長・副市長・議員・各種行政委員
の非常勤特別職の給料・報酬を含みます。

⑵職員給与費の状況（普通〈一般〉会計予算）
区分 29 年度
職員数（A） 504 人

給
与
費

給料 18 億 8,000 万円
職員手当 3 億 8,981 万円
期末・勤勉手当 7 億 9,764 万円
計（B） 30 億 6,745 万円

1 人あたり給与費（B/A） 609 万円
※ 職員数・給与費は、29年度の当初予算です。
※職員手当には、退職手当は含みません。

⑸特別職の報酬などの状況（29年 4月 1日現在）

区分
28 年度支給割合

退職手当
退職手当
支給時期給料・報酬月額 期末手当

市長 742,500 円 4.15 月分 給料月額× 30/100 ×在職月数 任期毎

副市長 700,000 円 4.15 月分 給料月額× 25/100 ×在職月数 任期毎

議長 621,000 円 4.15 月分

副議長 571,500 円 4.15 月分

議員 540,000 円 4.15 月分

２．給与の状況②

①期末・勤勉手当の状況（28年度）

区分
支給割合

期末手当 勤勉手当

6 月期
1.225 月分 0.800 月分

（0.65 月分） （0.375 月分）

12月期
1.375 月分 0.900 月分

（0.8 月分） （0.425 月分）

※（　）内は、再任用職員に係るものです。
※国と同様の支給割合です。

職制上の段階や職務の級などによる加算措置

理事・部長級：20％
次長・課長級：15％
課長代理級：10％
係長級：5％

②退職手当の状況（28年度）

区分
支給割合

自己都合 勧奨・定年・
その他

勤続 20年 20.445 月分 25.55625 月分

同 25年 29.145 月分 34.5825 月分

同 35年 41.325 月分 49.59 月分

最高限度額 49.59 月分 49.59 月分

加算措置
定年前勧奨退職者
2～ 20％

平均支給額 449万円 2,285 万円

※   平均支給額は、28年度に退職した全職種に係
る職員に支給された平均額です。

③その他の職員手当（29年 4月 1日現在）

区分 支給内容

扶養手当

配偶者 10,000 円、父母など 6,500 円、
子 8,000 円、配偶者がいない場合の 1人
目の子は 10,000 円、16～ 22歳までの
子は 1人につき 5,000 円加算

住居手当 借家（最高支給限度額）27,000 円

通勤手当

交通機関利用者は 6か月定期代で一括
支給（1か月あたり 55,000 円上限）、交
通用具等利用者は距離により 2,000 ～
31,600 円（2㌔未満を除く）

管理職手当
理事 79,000 円、部長 66,000 円、次長
56,000 円、課長 51,000 円、課長代理
42,000 円

地域手当 「給料＋扶養手当＋管理職手当」の 10％

特殊
勤務手当

市が 9種類、水道局が 3種類
主な手当の内容は、ごみ収集作業手当
500円 /日、し尿等処理作業手当 350円
/ 日、消防職員業務手当水火災 200 円 /
件・救急 100 円 / 件、有害危険物取扱業
務従事手当 100円 /日

時間外
勤務手当

正規の勤務時間以外に勤務を命じられた
場合、1時間あたり給与額に 125/100
～ 160/100 を乗じた額

休日
勤務手当

休日に勤務を命じられた場合、1時間あ
たり給与額に 135/100 ～ 160/100 を
乗じた額

夜間
勤務手当

正規の勤務時間として、午後 10 時～午
前 5時に勤務をした場合、1時間あたり
給与額に 25/100 を乗じた額

⑷職員手当の状況

問い合わせ ⼈事課
（   892・0121）

⼈事⾏政の運営などの
状況（概要版）

市政のうごき市政のうごき



29.12.01 (12)(13)29.12.01

分限処分

休職など 37件

懲戒処分

減給 1件

職務専念義務の免除 営利企業などの従事許可
19 件 5件

※ 職務専念義務が免除されるのは、研修や福利
厚生事業に参加する場合などです。

※ 営利企業などの従事許可とは、営利企業その
他の団体の役員などの地位を兼ねる場合など
に、任命権者の許可が必要となるものです。

⑵自己啓発に関する経費助成
区分 件数 概要

通信教育講座・
連続講座修了

6件
各種講座、語学、大学院
など

資格取得 12件
幼稚園教諭の教諭免許
取得および更新、精神
保健福祉士など

⑶勤務成績の評定の状況
　目標管理型人事評価制度を実施。
　職員の資質向上を目的に、所属長が職員への
指導などを行う中で、職員に対する評価を行
い、人事配置や職員の処遇に反映しています。

⑴健康診断の状況 ⑵福利厚生の状況 ⑶公務災害補償の状況
定期健康診断、有
機溶剤従事者健診、
VDT作業健診、頸肩
腕痛・腰痛検査など

　市職員厚生会では、職員とその家族を対象に職員相互の親
睦と福祉の増進を目的として福利厚生事業を実施しています。
厚生会の事業＝健康管理・増進事業、宿泊利用補助事業、レ
クリエーション事業など

公務災害申請件数
4 件

通勤災害申請件数
1 件

３．勤務時間その他の勤務条件の状況

４．分限・懲戒処分の状況（28年度） ５．服務の状況（28年度）

６．研修・勤務成績の評定（28年度）

７．福祉・利益の保護の状況（28年度）

⑴勤務条件に関する措置要求の状況＝該当なし ⑵不利益処分に関する不服申し立ての状況＝該当なし
　職員は、地方公務員法により、給与・勤務時間・
その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、
市の当局により適当な措置がとられるべきこと
を要求することができます。

　職員は、地方公務員法により、懲戒その他意に反す
る不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申し立
てをすることができます。

８．公平委員会の報告事項（28年度）

⑴勤務時間の状況（29年 4月 1日現在）
1週間の勤務時間 1日の勤務時間
38 時間 45分 7時間 45分
始　業 終　業
午前 9時 午後 5時 30分

※休憩は正午～午後 0時 45分です。
※ 施設など、特別な勤務形態をとる職場は、始業・終
業時間が異なる場合があります。

⑵年次有給休暇の状況（28 年度）
総付与日数 総取得日数
19,956 日 6,133 日
対象職員数 平均取得日数
527 人 11.6 日
取得率 ※ 年度途中の退職者や派

遣職員、短時間再任用
職員などを除きます。

30.7％

⑴研修の状況
①人事課主催研修
新入職員研修 人権研修 法制執務研修
22 人 16人 69人
財政研修 環境研修 その他（延べ人数）
78 人 50人 488 人

②派遣研修

マッセ大阪 その他（全国市町村国際文化研修所・
日本経営協会など）

86 人 54人
③各機関などにおける研修
教育委員会 消防本部 市議会 農業委員会
42 人 49人 12人 3人
選挙管理委員会 監査委員 水道局

17 人 15人 18人

市政のうごき

損益計算書（28年4月1日～ 29年3月31日、消費税抜き、単位：円）
借　方 貸　方

科　目 金　額 科　目 金　額
水道事業費用 1,361,781,4251,361,781,425水道事業収益 1,680,831,4731,680,831,473
　営業費用 1,208,385,646 　営業収益 1,246,512,436
　　原水及び浄
　　水費 380,808,852 　　給水収益 1,172,408,967

　　受託工事収益 8,078,426
　　配水及び給
　　水費 170,893,456 　　 その他営業収益 66,025,043

　　受託工事費 7,344,904 　営業外収益 124,248,487
　　総係費 253,757,763 　　受取利息 7,187,802
　　減価償却費 366,995,542 　　分担金 60,376,000
　　資産減耗費 28,585,129 　　雑収益 498,734
　営業外費用 152,679,488 　　長期前受金

　　戻入 56,185,951
　　 支払い利息
及び企業債
取扱諸費

151,792,671 　特別利益 310,070,550
　　 修繕引当金
戻入※ 310,070,550　　雑支出 886,817

　特別損失 716,291
　　過年度損益
　　修正損 716,291

　　賞与引当金
　　繰入額 0

　　貸倒引当金
　　繰入額 0

当年度純利益 319,050,048319,050,048
計 1,680,831,473 計 1,680,831,473

※修繕引当金を取り崩したものであり、現金収入を伴う利益ではありません。

貸借対照表（29年3月31日、消費税抜き、単位：円）
借　方 貸　方

科　目 金　額 科　目 金　額
（資産の部） （負債の部）
固定資産 12,971,420,99912,971,420,999固定負債 8,7728,772,277,195,277,195
　有形固定資産 12,951,102,599 　企業債 8,562,710,532
　無形固定資産 318,400 　引当金 209,566,663
　投資 20,000,000流動負債 652,107,437652,107,437
流動資産 3,3,476476,691,162,691,162 　企業債 289,508,416
　現金預金 3,128,839,736 　未払金 228,111,439

　前受金 23,061,500
　その他流動負債 93,437,440

　未収金 323,684,292 　引当金 17,988,642
　貯蔵品 6,035,203繰延収益 1,5661,566,427,967,427,967
　前払金 23,976,000 　長期前受金 2,743,760,914
　貸倒引当金 △5,844,069 　収益化累計額 △1,177,332,947

（資本の部）
資本金 307307,349,667667
剰余金 5,149,949,8955,149,949,895
　資本剰余金 1,413,080,997
　利益剰余金 3,736,868,898

計 16,448,112,161 計 16,448,112,161
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1立方㍍あたりの費用構成比

科　目 構成比 1㎥あたり
費用

職員給与費 16.67% 28円99銭

支払利息 11.70% 20円34銭

減価償却費 28.29% 49円19銭

長期前受金
戻入 △4.33% △7円53銭

動力費 8.85% 15円39銭

修繕費 2.81% 4円89銭

材料費 0.04% 6銭

薬品費 0.31% 55銭

受水費 13.06% 22円72銭

その他 22.60% 39円30銭

計 100.0% 173円90銭

問い合わせ ⽔道局
（   891・0016）

28 年度
⽔道事業の決算

市政のうごき


